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（
環
境
委
員
会
）

特
定
産
業
廃
棄
物
に
起
因
す
る
支
障
の
除
去
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第

三
八
号

（
先
議
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
特
定
支
障
除
去
等
事
業
を
完
了
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
な
事
案
や
、
新

た
に
都
道
府
県
等
が
特
定
支
障
除
去
等
事
業
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
事
案
が
あ
る
状
況
に
鑑
み
、
平
成
十
年

六
月
十
六
日
以
前
に
不
法
投
棄
等
が
行
わ
れ
た
特
定
産
業
廃
棄
物
に
起
因
す
る
支
障
の
除
去
等
を
引
き
続
き
計
画
的
か
つ
着
実

に
推
進
し
て
い
く
た
め
、
特
定
産
業
廃
棄
物
に
起
因
す
る
支
障
の
除
去
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
有
効
期
限
を
平
成
三
十
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
法
律
の
有
効
期
限
を
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
環
境
大
臣
は
、
特
定
産
業
廃
棄
物
に
起
因
す
る
支
障
の
除
去
等
を
平
成
三
十
四
年
度
ま
で
の
間
に
計
画
的
か
つ
着
実
に
推

進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

三
、
都
道
府
県
等
は
特
定
産
業
廃
棄
物
に
起
因
す
る
支
障
の
除
去
等
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
平

成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
環
境
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。
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四
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


